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円滑円滑円滑円滑なななな不動産取引不動産取引不動産取引不動産取引にににに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をををを消費者消費者消費者消費者にににに分分分分かりやすくどうかりやすくどうかりやすくどうかりやすくどう提供提供提供提供するかするかするかするか

本日本日本日本日のアウトラインのアウトラインのアウトラインのアウトライン

� 取引活性化・円滑化のための情報開示・論点①消費者の不と広告表示

� 消費者の視点＝不安が消え、比較検討でき選択肢が広がる

� 開示される情報が「消費者にとって明快・簡易・受け取りやすい」こと

� 広告媒体における日本の情報開示（例：弊社メディア）� 広告媒体における日本の情報開示（例：弊社メディア）

� 情報表記では公取規約等による必須化、表記手法＝調査の基準・手順の統一がカギ

� 広告表示は、取引の過程のどこで詳細把握するかのタイミングで表現手法も変わる

� 取引活性化・円滑化のための情報開示・論点②売主・事業者の動機付け

� 事業者の視点＝あったら良いと分かっているが取り組めない不の解消

� 開示行為が商機につながる仕組と免責の組合せ

� 売主の動機付けも同時に検討（投下資金の経費化、免責など）
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� 議論に際して参考情報

� 米国との比較から考える

� 消費者向け情報サイト（例：リアルターコム）と弊社サイトの開示情報内容は同程度

� 取引過程全体を眺めたときに違いがあり、それは物件情報の詳細把握の実施義務化

� 消費者のネットとリアルの使い分け実態



活性化活性化活性化活性化・・・・円滑化円滑化円滑化円滑化のためののためののためののための情報開示情報開示情報開示情報開示

論点論点論点論点①①①①消費者消費者消費者消費者のののの不不不不とととと広告表示広告表示広告表示広告表示

１１１１）））） 消費者消費者消費者消費者のののの不明不明不明不明なななな情報情報情報情報はははは明快明快明快明快なななな表示表示表示表示がががが難難難難しいしいしいしい情報情報情報情報１１１１）））） 消費者消費者消費者消費者のののの不明不明不明不明なななな情報情報情報情報はははは明快明快明快明快なななな表示表示表示表示がががが難難難難しいしいしいしい情報情報情報情報

というというというという場合場合場合場合もももも

2222）））） 広告表示広告表示広告表示広告表示をををを検討検討検討検討するするするする場合場合場合場合はははは、、、、表示手法表示手法表示手法表示手法のののの統一統一統一統一とととと

表示表示表示表示のののの徹底徹底徹底徹底がががが重要重要重要重要
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消費者消費者消費者消費者のののの不安不安不安不安をををを消消消消しししし、、、、選択肢選択肢選択肢選択肢をををを広広広広げるためにげるためにげるためにげるために

調査調査調査調査：：：：検討時検討時検討時検討時にわからなかったことにわからなかったことにわからなかったことにわからなかったこと、、、、困困困困ったことったことったことったこと

平均値ライン

■中古住宅検討時に困ったことやわからなかったこと（中古住宅検討者、中古住宅購入者／複数回答）

購入者回答
(n=206)

検討者回答
(n=407)(n=206) (n=407)

価格が適正かどうか 40.3 57.0

物件に隠れた不具合や欠陥があるのでは 48.5 50.6

水まわりがどのくらい使えるのか（耐用年数など） 30.6 45.0

住宅の構造（耐震性、耐火性など）が安全かどうか 31.6 42.3

設備がどのくらい使えるのか（耐用年数など） 25.2 37.1

将来の資産価値がどうか 24.8 34.9

中古住宅を購入する際の諸費用・税金の種類や特徴 28.2 28.3

不具合、欠陥が発見された場合の保証がどうなっているのか 25.2 29.5

今後の修繕維持費用（修繕積立費)がどれくらいになるのか 19.4 23.8

中古住宅の住宅ローンなどの金融商品 18.4 24.3

近隣住民にどのような人がいるのか不安だった 29.1 17.2

前の持ち主がどのような人か不安だった 20.9 19.2

修繕・補修の履歴 9.7 22.4

不動産会社の信頼性の評価 12.1 17.7

中古住宅を選ぶ際に何を重視すべきか優先順位をつけられなかった 11.2 14.5

リフォームの融資が受けられるかどうか 4.4 13.5
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リフォームの融資が受けられるかどうか 4.4 13.5

一物件、一会社あたりの詳細な情報が少ないこと 7.3 10.6

新鮮な（手垢のついていない）物件情報を集めること 4.4 9.6

業者（主に営業担当者）とうまく付き合う方法 6.3 7.9

見た目が汚くて、自分たちが気持よく住むイメージがわかなかった 5.3 8.1

多くの物件情報や会社情報を集めること 4.4 7.9

特になし 11.2 8.1



■中古住宅を見てわかったこと、わからなかったこと【マトリクス】（中古住宅見学者／単一回答）■中古住宅を見てわかったこと、わからなかったこと【マトリクス】（中古住宅見学者／単一回答）■中古住宅を見てわかったこと、わからなかったこと【マトリクス】（中古住宅見学者／単一回答）■中古住宅を見てわかったこと、わからなかったこと【マトリクス】（中古住宅見学者／単一回答）
（％）

わからなかった・計 わかった・計

まったくわからな あまりわからなかっ わから

■中古住宅を見てわかったこと、わからなかったこと（中古住宅見学者／単一回答）

消費者消費者消費者消費者のののの不安不安不安不安をををを消消消消しししし、、、、選択肢選択肢選択肢選択肢をををを広広広広げるためにげるためにげるためにげるために

調査調査調査調査：：：：物件見学時物件見学時物件見学時物件見学時にわかったことにわかったことにわかったことにわかったこと、、、、わからなかったことわからなかったことわからなかったことわからなかったこと

まったくわからな

かった

あまりわからなかっ

た
まあわかった よくわかった

●凡例

0 給排水管の状態 （n= 450) 78.7 21.4

0 建物の耐用年数（寿命） （n= 450) 65.3 34.6

0 その他の設備の状態 （n= 450) 65.2 34.9

0 耐震性や断熱性など建物の品質 （n= 450) 64.2 35.8

0 価格の妥当性 （n= 450) 40.0 60.0

0 修繕・管理状態 （n= 450) 36.9 63.1

0 建物内部構造の状態（汚れや劣化などの状態） （n= 450) 31.8 68.2

わかっ

た・計

わから

なかっ

た・計

15.3

4.4

4.7

5.8

17.6

29.3

30.7

29.8

49.6

53.8

51.8

3.8

5.3

4.2

6.0

10.4

9.3

16.4

14.9

32.0

9.6

26.0

32.2

35.6

49.3

55.6

50.0

46.7
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0 バスルームの状態（汚れや劣化などの状態） （n= 450) 18.4 81.5

0 キッチンの状態（汚れや劣化などの状態） （n= 450) 16.9 83.1

0 外観の状態（汚れや劣化などの状態） （n= 450) 16.2 83.8

0029-0

2.4

2.7

0.9 15.3

60.2

60.7

60.2

21.3

22.4

23.6

14.2

16.0
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消費者消費者消費者消費者がががが「「「「わからないわからないわからないわからない」」」」といっているといっているといっているといっている情報情報情報情報のののの例例例例

� 建物の耐用年数

� 築後年数は開示されているが耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数は何をもって伝えるか

� 構造（耐震性、耐火性）

� 造られ方や建築時の等級は把握できるが、現在状態現在状態現在状態現在状態をどう伝えるか

� 水周り・各種設備の耐用年数
� 設備の更新等の情報更新等の情報更新等の情報更新等の情報の開示はケースバイケースになっているかも

� 構造、設備等の耐久性といった構造、設備等の耐久性といった構造、設備等の耐久性といった構造、設備等の耐久性といった「簡易・明快な表示」が「簡易・明快な表示」が「簡易・明快な表示」が「簡易・明快な表示」が
難しい部分が消費者の不難しい部分が消費者の不難しい部分が消費者の不難しい部分が消費者の不として露出しているとして露出しているとして露出しているとして露出している
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� 開示項目としての検討は、開示項目としての検討は、開示項目としての検討は、開示項目としての検討は、説明が難しい項目について説明が難しい項目について説明が難しい項目について説明が難しい項目について
「わかりやすい指標・見せ方」の検討「わかりやすい指標・見せ方」の検討「わかりやすい指標・見せ方」の検討「わかりやすい指標・見せ方」の検討をすることになるをすることになるをすることになるをすることになる



広告媒体広告媒体広告媒体広告媒体とととと情報開示情報開示情報開示情報開示

� だれが

� 宅建業者による宅建業者による宅建業者による宅建業者による入力� 宅建業者による宅建業者による宅建業者による宅建業者による入力

� なにを・・・表示項目

� 公取規約に従った公取規約に従った公取規約に従った公取規約に従った必表示項目

� 広告サイトの場合は、広告効果を高める項目広告効果を高める項目広告効果を高める項目広告効果を高める項目が加わる

� どうやって・・・表示方法・基準

� 公取規約に従った表示方法

� 入稿された情報に従う（サイト側は不足等へアラームを行う）
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広告媒体広告媒体広告媒体広告媒体とととと情報開示情報開示情報開示情報開示のののの実例実例実例実例
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広告媒体広告媒体広告媒体広告媒体とととと情報開示情報開示情報開示情報開示のののの実例実例実例実例

弊社媒体弊社媒体弊社媒体弊社媒体をををを利用利用利用利用するするするする場合場合場合場合のののの入力情報入力情報入力情報入力情報とととと入力方法入力方法入力方法入力方法・・・・例例例例

� 所在地、価格、交通などの基本情報
� http://business.suumo.jp/katsuyou/baibai_s_net/basic_popup_a1_01.html� http://business.suumo.jp/katsuyou/baibai_s_net/basic_popup_a1_01.html

� http://business.suumo.jp/katsuyou/baibai_s_net/basic_popup_a1_02.html

� 制限事項（法令上や立地上の制限や制約情報）
� http://business.suumo.jp/katsuyou/baibai_s_net/basic_popup_a1_04.html
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� 広告情報（特徴、キャッチコピーなど）
� http://business.suumo.jp/katsuyou/baibai_s_net/basic_popup_a2_01.html



必須入力情報の抜け漏れに対するアラームや広告効果を向上する項目の入力案内必須入力情報の抜け漏れに対するアラームや広告効果を向上する項目の入力案内必須入力情報の抜け漏れに対するアラームや広告効果を向上する項目の入力案内必須入力情報の抜け漏れに対するアラームや広告効果を向上する項目の入力案内
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消費者消費者消費者消費者にとってにとってにとってにとって有益有益有益有益なななな積極開示積極開示積極開示積極開示をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための論点論点論点論点

� 開示の強制力の問題
� 公取規約規約規約規約となれば、媒体は表記項目として実装する

� また宅建事業者も開示なしに広告活動に入れない� また宅建事業者も開示なしに広告活動に入れない

� 開示（表示方法）にあたっての問題
� 開示の際の表記の統一表記の統一表記の統一表記の統一は大前提として重要

� 表記のばらつきは消費者の混乱を招き､逆に選択機会を奪う・・・

� 開示方法と取引フローの関係
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� 開示方法と取引フローの関係
� より具体的な項目表記とするか

� 「○○確認取得済」等の表記にするか

� 取引フローの中で情報収集がいつ行われるかで変わる



活性化活性化活性化活性化・・・・円滑化円滑化円滑化円滑化のためののためののためののための情報開示情報開示情報開示情報開示

論点論点論点論点②②②②売主売主売主売主・・・・事業者事業者事業者事業者のののの動機付動機付動機付動機付けけけけ

１１１１）））） 売主売主売主売主、、、、売主側業者売主側業者売主側業者売主側業者のモチベーションをのモチベーションをのモチベーションをのモチベーションを上上上上げるげるげるげる為為為為１１１１）））） 売主売主売主売主、、、、売主側業者売主側業者売主側業者売主側業者のモチベーションをのモチベーションをのモチベーションをのモチベーションを上上上上げるげるげるげる為為為為

方法論方法論方法論方法論もももも検討検討検討検討すべきではすべきではすべきではすべきでは

2222）））） 調査確認調査確認調査確認調査確認がががが取引円滑化取引円滑化取引円滑化取引円滑化のののの阻害要因阻害要因阻害要因阻害要因とととと思思思思われてわれてわれてわれて

いるいるいるいる背景背景背景背景をををを払払払払しょくするためのしょくするためのしょくするためのしょくするための工夫工夫工夫工夫もももも
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事業者事業者事業者事業者にとってにとってにとってにとって取取取取りりりり組組組組みやすいみやすいみやすいみやすい情報開示情報開示情報開示情報開示

考察考察考察考察：：：：売却時売却時売却時売却時におけるにおけるにおけるにおける関係者関係者関係者関係者のののの動機動機動機動機

行動原則行動原則行動原則行動原則 そこからの発想・・・そこからの発想・・・そこからの発想・・・そこからの発想・・・

売主 ・売却利益をより多く（差損をより少なく）

・想定した以内の（短い）期間で売りたい
・値下げや販売長期化の要素になりか
ねない物件調査はできるだけ避けたい・想定した以内の（短い）期間で売りたい ねない物件調査はできるだけ避けたい

・これから手放す物件への追加の費用
も投下したくない

売り側業者 法定料率での成功報酬型のビジネス

・高額不動産の取扱い

・多数の取扱いを狙う

・上限手数料率を狙う

といった営業戦術で収益最大化推進

・営業期間内でより多くの手数料を獲得

するため商品化サイクルは短縮したい

・成約してはじめて報酬を得るルールの

なかで、取引途中段階で肩代わり的

な費用負担はできない

� 成功報酬を得るまでの時間制約や先行費用をかけにくい状態
を克服すべく、インセンティブを考える必要があるのでは
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� 取引対象物件に係る情報収集と情報開示の任務は
「売主側の宅建業者」に委ねられる

事業者事業者事業者事業者にとってにとってにとってにとって取取取取りりりり組組組組みやすいみやすいみやすいみやすい情報開示情報開示情報開示情報開示

現状理解現状理解現状理解現状理解：：：：物件情報収集物件情報収集物件情報収集物件情報収集～～～～契約契約契約契約までのまでのまでのまでの流流流流れとれとれとれと関係者関係者関係者関係者

情報情報情報情報 現況現況現況現況 価格価格価格価格 媒介媒介媒介媒介 開示開示開示開示 接客接客接客接客 現地現地現地現地 条件条件条件条件 合意合意合意合意→契約契約契約契約情報情報情報情報
収集収集収集収集

現況現況現況現況
調査調査調査調査

価格価格価格価格
査定査定査定査定

媒介媒介媒介媒介
契約契約契約契約

開示開示開示開示
広宣広宣広宣広宣

接客接客接客接客

追客追客追客追客
現地現地現地現地
案内案内案内案内

条件条件条件条件
折衝折衝折衝折衝

合意合意合意合意→契約契約契約契約

書類作成書類作成書類作成書類作成
重要重要重要重要事項事項事項事項
説明説明説明説明

決済決済決済決済

売主売主売主売主

売り売り売り売り

業者業者業者業者

買い買い買い買い

業者業者業者業者

情報情報情報情報
提供提供提供提供

現地現地現地現地
公簿等公簿等公簿等公簿等

周辺周辺周辺周辺
事例事例事例事例

レインズ登録レインズ登録レインズ登録レインズ登録
情報情報情報情報
入力入力入力入力

広告サイト広告サイト広告サイト広告サイト

情報公開情報公開情報公開情報公開

対象物件の情報取得対象物件の情報取得対象物件の情報取得対象物件の情報取得

要望に合った情報提供要望に合った情報提供要望に合った情報提供要望に合った情報提供業者業者業者業者

現況調査・確認現況調査・確認現況調査・確認現況調査・確認

13

数日～数日～数日～数日～1週間週間週間週間 1日（～数日）日（～数日）日（～数日）日（～数日）

情報開示情報開示情報開示情報開示

数週間（数週間（数週間（数週間（～物件によっては数か月～物件によっては数か月～物件によっては数か月～物件によっては数か月）））） 1週間～数週間週間～数週間週間～数週間週間～数週間期間期間期間期間

要望に合った情報提供要望に合った情報提供要望に合った情報提供要望に合った情報提供

要望要望要望要望買主買主買主買主



事業者事業者事業者事業者がががが取取取取りりりり組組組組みやすいみやすいみやすいみやすい情報開示情報開示情報開示情報開示

現状理解現状理解現状理解現状理解：：：：対象物件対象物件対象物件対象物件のののの現況調査現況調査現況調査現況調査のののの過程過程過程過程におけるにおけるにおけるにおける現状現状現状現状

� だれが・・・現況調査・確認実施者

� 売り主、売主のエージェントである宅建業者� 売り主、売主のエージェントである宅建業者

� なにを・・・調査項目

� 契約書・重要事項説明に記載必要な項目

� どうやって・・・調査基準と手順� どうやって・・・調査基準と手順

� 業者による現地調査（測量、目視等）、公簿情報による把握
売主の保持記録、および申告など

� 短期間（※前掲のヒアリングでは、かかっても1週間程度）で調査・確認

14



事業者事業者事業者事業者がががが取取取取りりりり組組組組みやすいみやすいみやすいみやすい情報開示情報開示情報開示情報開示

考察考察考察考察：：：：対象物件対象物件対象物件対象物件のののの調査調査調査調査をををを本格化本格化本格化本格化するするするする際際際際のののの留意点留意点留意点留意点

耐震性等の建物品質情報や設備の更新履歴などを開示対象耐震性等の建物品質情報や設備の更新履歴などを開示対象耐震性等の建物品質情報や設備の更新履歴などを開示対象耐震性等の建物品質情報や設備の更新履歴などを開示対象

と想定するとと想定するとと想定するとと想定すると…

� だれが・・・時間の制約と担い手をどうするか

� 専門家（建築士、地盤調査業等）が入る過程をいつにするか

� 取引過程で示したように調査検査のための時間は短期間なので、
組み込むために時間を取る必然をいかに作るか

� なにを・・・調査項目をどうするか

� どうやって・・・調査基準と手順をどうするか� どうやって・・・調査基準と手順をどうするか

� 前述のように開示して欲しい情報は伝え方の難しいポイント

� また、消費者が開示情報を使う目的は、選択対象を「比較検討」
するためで、そのためには調査項目と調査手法の統一も必要

15



� 本フォーラムでも議論されているように､買主の安心確認
要望を起点にした調査→ 開示行為の普及を図ることは

情報開示情報開示情報開示情報開示がががが進進進進まないまないまないまない理由理由理由理由をををを取取取取りりりり除除除除くくくく

要望を起点にした調査→ 開示行為の普及を図ることは

現実路線として市場への浸透速度が速いと理解しつつ

� 今回は（議論として）その先のゴールイメージを考えたい
成果 売主・買主・業者の行為と責任

が明確化された市場を目指し活性化を

16

時間

買い主オリエンテッドで・・・

等のアイデアは、どう登るかの話



過去過去過去過去のののの業界業界業界業界へのへのへのへの提案提案提案提案からからからから
将来将来将来将来のののの紛争防止紛争防止紛争防止紛争防止にむけたガイドラインににむけたガイドラインににむけたガイドラインににむけたガイドラインに沿沿沿沿ったったったった提案提案提案提案

� http:/www.retio.or.jp/attach/archive/64-015.pdf/

本年２月発行のRETIO63号において、「重要事項説明とアスベスト・耐震問題について」と題し、

業法改正が予定される中での当面の実務における対応の考え方について掲載した。前回執筆業法改正が予定される中での当面の実務における対応の考え方について掲載した。前回執筆

時点では改正の内容が明らかではなかったが、平成18年４月24日、「宅地建物取引業法施行

規則」及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部が改正、施行された。

今回の「宅地建物取引業法施行規則」の改正は、宅建業法35条１項12号の「･･･相手方等の保

護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項」として、アスベストの調査

に関する事項及び耐震診断に関する事項を追加、明文化（宅建業法施行規則16条の４の２）した

ものである。それと併せ「宅地建物取引業法の解釈･運用の考え方」（以下「ガイドライン」という。）

についても一部改正し、説明の内容等について具体的な方法等を示した。

そこで、本稿では改正の内容及びガイドラインで示された対応方法を再度確認・整理したうえで、

実務における重要事項説明書作成に際しての記載方法と説明上の留意点を考察する。

なお、本文中の意見の部分、記載例は本稿執筆者の私見であることを了承願いたい。

17

売主等による告知書の提出について

・・・・・宅地又は建物の過去の履歴や隠れた瑕疵など、物件取引の売主や所有者しか分からない事

項について、売主等の協力が得られるときは、売主等に告知書を提出してもらい、これを買主等に
渡すことにより将来の紛争の防止に役立てることが望ましい。
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情報開示情報開示情報開示情報開示がががが進進進進まないまないまないまない理由理由理由理由をををを取取取取りりりり除除除除くくくく 私案私案私案私案

� 売主および売主側の宅建事業者に対する施策

� 情報収集情報収集情報収集情報収集→→→→媒介取得までの期間に公的に統一の開示書作成と媒介取得までの期間に公的に統一の開示書作成と媒介取得までの期間に公的に統一の開示書作成と媒介取得までの期間に公的に統一の開示書作成と

検査（地盤や建物構造）を義務化検査（地盤や建物構造）を義務化検査（地盤や建物構造）を義務化検査（地盤や建物構造）を義務化検査（地盤や建物構造）を義務化検査（地盤や建物構造）を義務化検査（地盤や建物構造）を義務化検査（地盤や建物構造）を義務化

� 実際の検査は専門業者を入れる

� 負荷に対するインセンティブ（案）

� （事業者）手数料とは別に、手数料とは別に、手数料とは別に、手数料とは別に、「開示書作成費開示書作成費開示書作成費開示書作成費」を受領できる

� （売主）調査結果を記した開示書付で売り出す場合に限り調査で

判明しなかった瑕疵について瑕疵担保責任を減免瑕疵担保責任を減免瑕疵担保責任を減免瑕疵担保責任を減免
※※※※＋＋＋＋α：調査・開示書作成支援した事業者も有限責任にして伴走意欲を向上：調査・開示書作成支援した事業者も有限責任にして伴走意欲を向上：調査・開示書作成支援した事業者も有限責任にして伴走意欲を向上：調査・開示書作成支援した事業者も有限責任にして伴走意欲を向上

19

※※※※＋＋＋＋α：調査・開示書作成支援した事業者も有限責任にして伴走意欲を向上：調査・開示書作成支援した事業者も有限責任にして伴走意欲を向上：調査・開示書作成支援した事業者も有限責任にして伴走意欲を向上：調査・開示書作成支援した事業者も有限責任にして伴走意欲を向上

� （売主）作成した開示書は一定期間有効とし、万が一売却が中止
されても売却活動再開の場合に充当可能に

� （売主）調査によって発見した安心安全上の問題に対する修繕を
売主が実施した場合、当該費用を経費として申告可に費用を経費として申告可に費用を経費として申告可に費用を経費として申告可に

※※※※追加投資は社会インフラたる住宅ストックの性能向上に貢献する行為追加投資は社会インフラたる住宅ストックの性能向上に貢献する行為追加投資は社会インフラたる住宅ストックの性能向上に貢献する行為追加投資は社会インフラたる住宅ストックの性能向上に貢献する行為



情報開示情報開示情報開示情報開示がががが進進進進まないまないまないまない理由理由理由理由をををを取取取取りりりり除除除除くくくく 私案私案私案私案

� 買主および買主側の宅建事業者に対する施策

� 購入意思表示を示した場合、売主の示した開示書内容について購入意思表示を示した場合、売主の示した開示書内容について購入意思表示を示した場合、売主の示した開示書内容について購入意思表示を示した場合、売主の示した開示書内容について

程度の確認や虚偽の有無を行う程度の確認や虚偽の有無を行う程度の確認や虚偽の有無を行う程度の確認や虚偽の有無を行う ※※※※価格妥当性を測る調査価格妥当性を測る調査価格妥当性を測る調査価格妥当性を測る調査程度の確認や虚偽の有無を行う程度の確認や虚偽の有無を行う程度の確認や虚偽の有無を行う程度の確認や虚偽の有無を行う ※※※※価格妥当性を測る調査価格妥当性を測る調査価格妥当性を測る調査価格妥当性を測る調査

� 実際の検査は専門業者を入れる

� 買主側の調査が買いの意思表示時点で始まる場合、そこで瑕疵が

見つかった場合に購入中止や減額交渉が発生するロスを防ぐ効果

� 負荷に対するインセンティブ（案）

� （事業者）手数料とは別に手数料とは別に手数料とは別に手数料とは別に、「開示内容調査費開示内容調査費開示内容調査費開示内容調査費」を受領できるように

20

� （事業者）手数料とは別に手数料とは別に手数料とは別に手数料とは別に、「開示内容調査費開示内容調査費開示内容調査費開示内容調査費」を受領できるように
する

� 買主はこれによって安心安全という利益を得る



議論議論議論議論にににに際際際際してしてしてして参考情報参考情報参考情報参考情報

参考参考参考参考1））））米国米国米国米国・・・・REALTOR.comとのとのとのとの比較比較比較比較からからからから考考考考えるえるえるえる参考参考参考参考1））））米国米国米国米国・・・・REALTOR.comとのとのとのとの比較比較比較比較からからからから考考考考えるえるえるえる

…開示情報量開示情報量開示情報量開示情報量がががが活性化活性化活性化活性化のののの起点起点起点起点ではないかもではないかもではないかもではないかも？？？？

参考参考参考参考2））））消費者消費者消費者消費者のののの情報取得態度情報取得態度情報取得態度情報取得態度からからからから考考考考えるえるえるえる

…仲介仲介仲介仲介のののの現場現場現場現場でででで提供提供提供提供されるべきされるべきされるべきされるべき「「「「確認確認確認確認・・・・信頼信頼信頼信頼」」」」

21

…仲介仲介仲介仲介のののの現場現場現場現場でででで提供提供提供提供されるべきされるべきされるべきされるべき「「「「確認確認確認確認・・・・信頼信頼信頼信頼」」」」



� 日本における消費者向け情報開示の詳細程度は、既存住宅
流通の市場シェアが高い米国と比しても同程度

参考参考参考参考1））））米国米国米国米国・・・・REALTOR.comとのとのとのとの比較比較比較比較からからからから考考考考えるえるえるえる
※※※※REALTOR.comは、不動産業者間の情報公開サイト；ＭＬＳは、不動産業者間の情報公開サイト；ＭＬＳは、不動産業者間の情報公開サイト；ＭＬＳは、不動産業者間の情報公開サイト；ＭＬＳ(Multiple Listing System) に開示されたに開示されたに開示されたに開示された

物件情報の一部分を消費者向けに公開したサイト物件情報の一部分を消費者向けに公開したサイト物件情報の一部分を消費者向けに公開したサイト物件情報の一部分を消費者向けに公開したサイト

流通の市場シェアが高い米国と比しても同程度

� 販促時の開示に加え、収集タスクと共有方法も検討すべき

� どの段階で（関係者が）共有するか・・・業者間？消費者向け？

� 一連の取引手順の中で売主、買主、それを支援する事業者、� 一連の取引手順の中で売主、買主、それを支援する事業者、
それぞれに役割と責任範囲を明確にする必要

� 私案でも示したように、情報収集を媒介取得の一連行為化

� 取得・開示をした情報に係る責任の所在は､売主・買主・業者が
それぞれで分担しないと、調査行為に及び腰になる

22



http://www.realtor.com/international/

参照）米国のリアルター.com上の開示情報
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参照）米国のリアルター.com上の開示情報
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取引過程取引過程取引過程取引過程にあるにあるにあるにある情報詳細化情報詳細化情報詳細化情報詳細化のののの例例例例

� 取引に際して収集される開示情報以外の詳細情報

※主に西海岸の例

� ＴＤＳ

� 売主側の責任で行う物件情報開示レポート（TDS）

� 買主はそれを読み理解することが責任となる

25

� http://www.dre.ca.gov/pub_disclosures.html

� http://www.daltonrealtors.com/tds.pdf
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購入･売却の目的（Purpose of Buying & Selling a Home)

ｴｰｼﾞｪﾝﾄの選択(Select Sales Associates)

物件視察(Viewing the Properties)

ｱﾎﾟｲﾝﾄﾒﾝﾄ(Appointment)

(Making an Offer)

地域選定(Choosing the Right Area)

ｷｬﾗﾊﾞﾝ(Broker’s Preview-Caravan)

購入・売却時期(Determine Time Frame)

ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ(Open House)

参照）購入参照）購入参照）購入参照）購入・売却のﾌﾟﾛｾｽ・売却のﾌﾟﾛｾｽ・売却のﾌﾟﾛｾｽ・売却のﾌﾟﾛｾｽ

ｵﾌｧｰ提出(Making an Offer)

ﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ(Negotiating an Offer)

契約成立(Contract Acceptance)

ｴｽｸﾛｰｵｰﾌﾟﾝ（Open Escrow)

ｺﾝﾃｨﾝｼﾞｪﾝｼｰ(Contingencies)

ﾛｰﾝ認可(Loan Approval) その他重要事項(Others)

買主（Buyer) 売主（Seller)

ﾛｰﾝ申請(Loan Application) ﾛｰﾝ認可(Loan Approval)

ﾛｰﾝ認可及び調査項目合意

(Loan Approval & Contingencies Removed)

登記手続き完了(RecordingtheＴｉｔｌｅ)

ｴｽｸﾛｰｸﾛｰｽﾞ(Close of Escrow)

新居に引越し(Moving)

その他重要事項(Others)

残金及び必要経費入金

(Deposit the Balance)

ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ(Inspection)

銀行融資金入金(Loan Funding)

ﾛｰﾝ申請(Loan Application)

TDS 提出

(Transfer Disclosure Statement)

ﾌﾟﾘﾐﾅﾘｰﾀｲﾄﾙﾚﾎﾟｰﾄ

(Preliminary Title Report)

売却代金の受け取り

(Receiving of Proceeds)

（出典：NAR)



参照参照参照参照））））米国米国米国米国の不動産取引のの不動産取引のの不動産取引のの不動産取引の全体像全体像全体像全体像 及び及び及び及び取引に取引に取引に取引に関わるプレイヤー関わるプレイヤー関わるプレイヤー関わるプレイヤー

ＮＥＧＯＴＩＡＴＩＯＮ

ＡＧＲＥＥ

ＩＮＳＰＥＣＴＯＲ

物件資料（ＴＤＳ）を提示

-ＳＥＬＬＥＲ自ら書くことを義務付けている

- 柱は腐ってないか？ドアノブはしっかりついているか？扉の開け閉てはスムーズか？などを指摘する

- ＢＵＹＥＲ側は、これらの指摘に基づいて最終購入の判断材料とする

-本格的な構造の欠陥についてまでは指摘できない（別のプレイヤー）

-- 全体の７5-８０％は利用する

- 州の資格にしているところもある

- 料金は建物面積による

ＢＵＹＥＲ‘ＳＢＵＹＥＲ‘ＳＢＵＹＥＲ‘ＳＢＵＹＥＲ‘Ｓ ＡＧＥＮＴＡＧＥＮＴＡＧＥＮＴＡＧＥＮＴ

（ＳＥＬＬＩＮＧ（ＳＥＬＬＩＮＧ（ＳＥＬＬＩＮＧ（ＳＥＬＬＩＮＧ ＡＧＥＮＴ）ＡＧＥＮＴ）ＡＧＥＮＴ）ＡＧＥＮＴ）

ＨＵＭＡＮ ＲＥＲＡＴＩＯＮＳＨＩＰ

-関連プレイヤーは業者からの紹介が７５％

ＭＬＳＭＬＳＭＬＳＭＬＳ
ＳＥＬＬＥＲ‘ＳＳＥＬＬＥＲ‘ＳＳＥＬＬＥＲ‘ＳＳＥＬＬＥＲ‘Ｓ ＡＧＥＮＴＡＧＥＮＴＡＧＥＮＴＡＧＥＮＴ

（ＬＩＳＴＩＮＧ（ＬＩＳＴＩＮＧ（ＬＩＳＴＩＮＧ（ＬＩＳＴＩＮＧ ＡＧＥＮＴ）ＡＧＥＮＴ）ＡＧＥＮＴ）ＡＧＥＮＴ）

ＥＸＣＬＵＳＩＶＥ

ＬＩＳＴＩＮＧ

ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ

（専任媒介契約）

- ＳＥＬＬＥＲ‘Ｓ ＡＧＥＮＴ はＢＵＹＥＲ’Ｓ ＡＧＥＮＴに

なってはいけないと規定している州（両手禁止の州）も

ある

ＡＳＫＩＮＧ ＰＲＩＣＥ

（希望価格）

OFFER

-「その値段なら買いたい！」という意思表示だけではなく

受け渡しなどの条件もつけ、意思表示を行う

-全て書面で行う

ＰＲＯＰＥＲＴＹ

（物件）

ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ

ＲＥＰＯＯＲＴ

-ＳＥＬＬＥＲ自ら書くことを義務付けている

-ＡＧＥＮＴも気づいたことを補足記入する

-地震リスク、環境情報などのブックレットも用意

（協会が用意）する

-それ以上のことは買主が自己負担で調べる

-リフォームは、＄500以上の工事は届出が義務

付けられており（加州）、その資料も用意

ＥＳＣＲＯＷ

エスクローオープン

（契約後引渡しまで）

COUNTER OFFER

-オファーに対する条件設定

-全て書面で行う
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ＢＵＹＥＲＢＵＹＥＲＢＵＹＥＲＢＵＹＥＲ

ＭＯＴＧＡＧＥ

ＢＲＯＫＥＲ
ＰＲＥ-ＡＰＰＲＯＶＡＬを提供

- あなたは○○円くらいまでなら借りれます

- これを事前に取得しＡＧＥＮＴに相談する

ケースも多い

ＬＥＮＤＥＲ

（銀行等ローン会社）

- ＢＵＹＥＲに最適なローンを中立公平に紹介する

- 収益源はＬＥＮＤＥＲ、 ＢＵＹＥＲからの手数料

- いわゆる「ローン会社」（日本では銀行等）

- ＵＳでは当初よりマニュファクチャリング（商品供給）とディストリビューション（販売）

が分離しており、流通は「ＭＯＲＴＧＡＧＥ ＢＲＯＫＥＲ」が行っている

ローン依頼

ＳＥＬＬＥＲＳＥＬＬＥＲＳＥＬＬＥＲＳＥＬＬＥＲ

ＡＰＰＲＡＩＳＯＲ

（鑑定士）

ＴＩＴＬＥ

ＣＯＭＰＡＮＹ

ＥＳＣＲＯＷ
頭金入金

ローン入金

-ＴＩＴＬＥ（ＤＥＥＤ ＯＦ ＯＷＮＥＲＳＨＩＰ：権原を調査し、

その結果に対して保証もする

-買い手は銀行に対して、売り手は所有権に対して

-料金は買い手はローン額、売り手は物件価格に応じる



参考参考参考参考2））））消費者消費者消費者消費者のののの情報取得態度情報取得態度情報取得態度情報取得態度からからからから考考考考えるえるえるえる

� 開示された情報への受容力

不動産取引に際してネット情報は多く利用されるが大量� 不動産取引に際してネット情報は多く利用されるが大量
な情報を処理しきれない現実

� 消費行動の変化…「調べる」と「確認する」の分離

� 実際はネットで調べた以外の業者にも訪問する消費者

� ということは・・・

「開示する情報」ももちろん大事だが、取引フローの中で
誰がどのように情報提供機会を持つかが大事では
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ネットネットネットネット媒体利用媒体利用媒体利用媒体利用のののの当当当当たりたりたりたり前度合前度合前度合前度合いいいい

Ｑ：これまでに、インターネット上で不動産物件情報を調べたことはあるか
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不動産情報サイトの利用経験率は全体で９０％にのぼり

地方別の検索経験も、ほぼ全ての地域で経験率75％以上と地域間格差はない

不動産情報サイト事業者連絡協議会（RSC）

「不動産情報サイト 利用者意識に関する調査(2011.11発表）」より

■全ベース
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参考参考参考参考））））ネットネットネットネット上上上上のののの情報情報情報情報にににに対対対対するするするする受容度受容度受容度受容度（（（（信頼度信頼度信頼度信頼度））））
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ネット上の情報に対する信頼度は年代を問わず低下している背景・・・
情報の信頼性への不信というよりは大量な情報の中で確信を持てない状況が考えられる

野村総研 「生活者 １万人アンケート２００９」より



ネットでネットでネットでネットで取得取得取得取得したしたしたした情報源以外情報源以外情報源以外情報源以外にもにもにもにも訪問訪問訪問訪問するするするする現実現実現実現実

・ 「問い合わせをした不動産会社に加えて他の会社も訪問した」が大きく上昇。
賃貸、売買共にその割合は、増加傾向。

訪問／問合せから訪問（内訳） 【賃貸】 訪問／問合せから訪問（内訳） 【売買】

49.2% 27.6%

43.8%

20.3%

20.7%

2.8%

4.5% 31.0%

2010年

(n=246)

2011年

(n=242)

問合せをした不動産会社を訪問した

問合せをした不動産会社に加えて他の会社も訪問した

問合せをした不動産会社ではない他の会社を訪問した

いいえ

46.7% 2.7% 27.2%

51.3% 25.2%

23.4%

1.7% 21.9%

2010年

(n=735)

2011年

(n=421)

問合せをした不動産会社を訪問した

問合せをした不動産会社に加えて他の会社も訪問した

問合せをした不動産会社ではない他の会社を訪問した

いいえ

訪問／問合せから訪問（内訳） 【賃貸】 訪問／問合せから訪問（内訳） 【売買】
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不動産情報サイト事業者連絡協議会（RSC）

「不動産情報サイト 利用者意識に関する調査(2011.11発表）」より

■問い合わせをした人ベース
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住宅購入検討過程住宅購入検討過程住宅購入検討過程住宅購入検討過程におけるにおけるにおけるにおける収集情報収集情報収集情報収集情報のののの傾向傾向傾向傾向とととと媒体媒体媒体媒体

� 何かを探す・調べる行為は「ネットで自ら」行う

� 何かを確認する行為は「対面で営業担当」を通じて
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住
宅
の
希

い
く
ら
く

当
か
を
知

度
額
を
知

な
行
動
や

ン
ト
や
優

び
方

、

と 賃
の
相
場

と 知
る
こ
と

こ
と

の
手
順
を

し
て

、
そ

得
て

、

重

報
を
集
め

い

）

物
件

り
や
写
真

エ
リ
ア
情

情
報
を
集

接
見
に
行

格
が
妥
当

れ
て
い
る

評
価
す
る

査

（

イ
ン

性
・
信
頼

墨
付
き
を

と

、

重
要
事

会
い
・
引

調査数(n=) 960 1073 704 503 361 246 620 452 595 517 261 363 165 455 151 362 389 238 150 319 804 459 324 132 52 219 496

紙媒体(%) 64.6 22.9 14.8 23.1 31.6 25.2 40.8 23.7 22.7 18.8 14.6 25.3 24.8 49.2 26.5 32.0 25.2 10.5 10.7 18.2 20.5 24.6 13.6 7.6 11.5 11.0 7.9

インターネット媒体(%) 38.2 36.3 33.1 46.3 50.4 48.0 61.1 47.6 49.2 47.2 42.9 42.1 40.0 68.8 47.0 59.1 52.2 26.9 29.3 55.2 25.1 43.1 25.6 29.5 26.9 21.0 22.6

営業担当者(%) 17.5 26.4 34.4 41.7 20.8 24.0 30.2 26.8 32.4 44.5 48.7 22.9 33.9 37.6 47.0 46.1 29.6 31.1 25.3 27.6 60.6 38.6 43.2 43.9 40.4 38.4 64.1

該当なし(%) 33.2 28.9 29.4 8.2 21.3 15.9 3.4 16.8 13.9 9.1 11.1 29.5 26.1 2.6 6.0 3.9 13.6 24.4 20.7 14.4 9.3 18.5 28.4 22.7 21.2 26.0 13.7

行為の特徴 探す、調べる 確かめる

リクルート住宅総研 「不動産仲介会社への期待と満足度調査 2010」より


